
 

 

全 員 協 議 会 

令和3年11月15日（月） 

午前10時～ 

議場 

〔出席議員〕  

   笹田議長、川神副議長 

   肥後議員、村木議員、大谷議員、三浦議員、沖田議員、足立議員、村武議員、 

川上議員、柳楽議員、串﨑議員、小川議員、上野議員、布施議員、岡本議員、 

芦谷議員、永見議員、佐々木議員、田畑議員、西田議員、牛尾議員 

〔執行部〕 

市 長、副市長、教育長、 

総務部長、健康福祉部長（教育部参事）、健康福祉部参事、都市建設部長、 

上下水道部長、市長公室長  

説明員（執行部報告事項(1)）JR西日本米子支社 山陰地域振興本部担当課長 

〔事務局〕 

局長、次長、浜野書記 
 

議 題 

1 執行部報告事項 

 
 

 

2 その他 

(1) 浜田駅周辺整備事業に伴うJR委託工事費及び今後のスケジュー

ルについて 

(都市建設部 ) 

(2) 新型コロナウイルス感染症関連の浜田市支援策【第10弾】

（案）について 

( 市 長 公 室 ) 

(3) 新型コロナウイルス感染症関連の状況について (健康福祉部 ) 

(4) 新型コロナウイルスワクチンの接種状況について (健康福祉部 ) 

(5) 「休日応急診療所」及び「病後児保育室」の移転に伴う市役所

での開設終了について 

(健康福祉部 ) 

(6) 周布橋仮設歩道橋整備事業の進捗について (都市建設部 ) 

(7) 第2回 金城地域断水防止対策住民説明会について (上下水道部 ) 

(8) その他  



令和 3 年 11 月 15 日 

全 員 協 議 会 資 料 

都市建設部 建設整備課 

 

浜田駅周辺整備事業に伴う JR委託工事費 

及び、今後のスケジュールについて 

 

【施工場所】 

 浜田市田町地内（エディオン浜田店周辺～県道浜田停車場線） 

 

【事業概要】 

 事業期間：平成 27年度～令和 5年度 

事業内容：君市踏切の移設拡幅 

市道の 2車線化及び歩道整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ JR委託工事に係る事業費の増額について 

JRへの委託工事費について、詳細設計の結果、271百万円から 342百万円

増額となり、総額 613百万円が見込まれることとなりましたので、詳細をご

報告します。 

 

君市踏切の移設拡幅 

踏切幅（歩道含む）：3.6ｍ⇒13.0ｍ 

 位置図 

エディオン 



委託工事費 工種別内訳表   （単位：百万円） 

工 種 当 初 今 回 差 額 

①駅構内改良工事 163 416 253 

②踏切移設拡幅工事 108 114   6 

③道路擁壁等整備 -  38  38 

④管理費 -  45  45 

委託工事費合計 271 613 342 

【主な増額理由】 

① 駅構内改良工事 

  ・踏切移設に起因する分岐器の移設による軌道影響範囲が、詳細設計及び施

工計画の精査の結果、当初の想定より規模が拡大した。 

  ・詳細設計の結果、電気設備（信号機、ケーブル等）の数量の増加。 

  ・線路設備変更に伴う電気システムの改修等を見込めていなかった。 

② 踏切移設拡幅工事 

  ・詳細設計の結果、電気設備（ケーブル等）の数量が増加。 

③ 道路擁壁等整備 

・道路擁壁の整備等について鉄道に近接する工事となるため、市から JR へ

の委託工事の追加。 

④ 管理費 

 ・当初、JR委託工事に伴う管理費が未計上であった。 

 

【増額に伴う市実質負担額】 

 国費及び地方債の交付税分を除いた金額 49百万円が実質負担額として増額と

なる。 

委託工事費 財源内訳表   （単位：百万円） 

財源種別 当 初 今 回 差 額 

 社会資本整備総合交付金（国費） 155 351 196 

 合併特例債（地方債） 77 174 97 

 一般財源 39 88 49 

合 計 271 613 342 

 

 

 

 



２ 君市踏切の供用開始時期について 

 ○供用開始時期：令和 5年 12月末 

 

工事内容 
令和 4年度 令和 5年度 

        

駅構内改良工事         

踏切移設拡幅工事         

道路擁壁等整備         

旧踏切撤去         

※5/20頃～9/20頃：酷暑期（線路工事が規制される期間） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 今後のスケジュールについて 

●令和 3年 12月議会 

工事期間が令和 4 年度～5 年度の複数年となるため、債務負担行為による

予算提案。 

 

●令和 4年 3月議会 

JR委託工事の基本協定について、議決に付すべき契約となるため議会提案。 

4～6 7～9 1～3 10～12 4～6 7～9 10～12 1～3 

踏切供用開始 
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新型コロナウイルス感染症関連の浜田市支援策【第 10弾】（案）について 

 

このたび、新型コロナウイルス感染症関連の浜田市支援策【第 10弾】（案）を取りまとめました。 

支援策【第 10 弾】は、全て市独自事業で 7 事業、5,003 万円。財源は、財政調整基金などを活用します。 

今回の支援策【第 10弾】によって、市独自支援策の総事業費は、第 1弾～第 9弾と合わせて、合計 47億

9,879万円 （既存予算対応分を除く）となります。 

一部事業を除き、12月市議会定例会議に諮り、議決を得た上で、出来るものから順次、実施する予定です。 

 

                                  令和 3年 11月 15日  

浜田市長 久保田 章市 

 

 

 

 

令和 3 年 11 月 15 日 
市議会全員協議会資料 

市 長 公 室 
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１ 市の独自支援策 

〇事業費 5,003万円（財源内訳 財政調整基金 4,982万円、その他既存予算対応 21万円） 
 

区分 No 事業内容等 事業費 担当課 

１ 

個
人
向
け 

1-1 

生活困窮者への年末年始支援事業 

 長引く感染症の影響を受けて生活困窮に陥り、社会福祉協議会が実施する生活福

祉資金の全ての特例貸付を利用した世帯に対し、浜田市共通商品券や食品等を配付。 

21万円 

（既存予算対応） 
地域福祉課 

２ 

事
業
者
向
け 

2-1 

感染症対策飲食店応援給付金 

感染防止対策促進と飲食店支援とのため、「島根県新型コロナ対策認証店」に認

証された市内飲食店に対し給付金（1店舗当たり定額 20万円）を支給。 

※ 申請期間 令和 3年 12月 20日～令和 4年 3月 18日（予定） 

※ 認証に向けたアドバイスや手続き支援など、一部事務を浜田市観光協会が実

施。 

2,000万円 観光交流課 

2-2 

観光関連事業者応援給付金 

 令和 2年 12月から令和 3年 12月までの間で連続する 2か月の売上高の合計が、

対前年又は、前々年同期間と比較して 50％以上減少している観光関連事業者（宿泊

施設、旅行業者、観光バス事業者、タクシー事業者、イベント企画運営事業者、神

楽産業事業者）に対して給付金（1事業者当たり定額 40万円）を支給。 

2,000万円 観光交流課 
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No.1-1、3-1を除き、12月議会補正予算の当初提案により対応（No.1-1は既存予算対応、No.3-1は今後補正予算対応） 

2-3 

市源泉使用温泉施設支援 

市が源泉を供給する美又、湯屋、旭の温泉施設の温泉供給料金等 6か月分（令和 3

年 10月～令和 4年 3月分）を免除。 

※ 支援策第 1弾に続き、2回目の実施 

200万円 

（歳入の減額） 
観光交流課 

３ 

そ
の
他 

3-1 

高齢者福祉施設等への抗原検査キット購入補助事業 

高齢者福祉施設等（高齢者福祉施設、障がい者支援施設、保育所等）における、

感染症の早期発見や感染拡大防止を図るため、各施設が購入する抗原検査キットの

費用を助成。 

※ 対象期間 令和 3年 12月 1日～令和 4年 3月 31日購入分 

213万円 

地域福祉課 

健康医療対策課 

子育て支援課 

3-2 
成人式における感染対策事業 

成人式の出席者に対し、抗原検査キットを配布。 
167万円 

まちづくり社会教育

課 

3-3 

市有施設等パーテーション購入 

市有施設（まちづくりセンター、文化施設、スポーツ施設等）の会議室等で使用

する飛沫防止用パーテーションを購入。 

602万円 

まちづくり社会教育

課、教育総務課、文化

スポーツ課 



 

新型コロナウイルス感染症関連の状況について  
 

1 新型コロナウイルス感染症患者の状況  

全国的に感染者は減少していますが、浜田市では、 10 月に 2 か所の高齢者福

祉施設においてクラスターが発生したほか、多数の感染者が確認されました。ワ

クチン接種を 2 回された方の感染も確認されていますので、改めて一層の感染対

策をお願いします。  

◇患者件数（月）                       （人）  

 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 

令和 2年度      2   4 4   10 

令和 3年度 7 13  2 97 56 50      225 

※令和 3 年 11 月 10 日公表分まで  
 

2 新型コロナウイルス感染症電話相談の状況  

令和 2 年 4 月に島根県内に患者が確認されたことから、県の要請により健康医

療対策課・支所市民福祉課において電話相談を実施しています。また、令和 3 年

3 月からは、ワクチンに関する相談も県報告に計上することになりましたので、

浜田市新型コロナウイルスワクチンコールセンターの相談も計上しています。  

◇相談者数及び相談件数（年度）                 （件）  

 相談者数(人) 
症状等の
健康相談 

医療体制 予防・治療 
ワクチン
副反応 

ワクチン
一般 

その他 

令和 2年度 273 49 21 10 0 19 178 

令和 3年度 4,649 33 9 11 13 4,121 471 

◇相談者数及び相談件数（月）                       

令和 3年度 相談者数(人) 
症状等の
健康相談 

医療体制 予防・治療 
ワクチン
副反応 

ワクチン
一般 

その他 

4 月～9 月まで 4,266 32 9 9 12 3,754 459 

10月 343 1 0 0 0 333 9 

11月 40 0 0 2 1 34 3 

※令和 3 年 11 月 9 日現在  

（注）相談者の複数相談もあり、相談者数と相談内容の合計は一致しません。  
 

3 浜田市外来検査センターの状況  

島根県の委託を受けて、浜田市内の医療機関から紹介を受けた患者を対象に新

型コロナウイルス感染症の検体検査を行っています。検体採取に係る運用マニュ

アルを遵守し安全な業務の遂行に努めます。（令和 4 年 3 月 31 日まで期間延長）  

◇検査件数（月）                       （件）  

 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 

令和 2年度         1 14 4 1 20 

令和 3年度 9 4 6 5 13 17(2)※  4 7     65(2)  

※令和 3 年 11 月 9 日現在                 （）は陽性件数  

令 和 3 年 1 1 月 1 5 日  

議 会 全 員 協 議 会 資 料  

健康福祉部健康医療対策課  



 

 

 

新型コロナウイルスワクチンの接種状況について 

 

 

１ 接種状況について 

 

（1） 対象者(12 歳以上)の地域別接種実績  
（単位：件） 

区分 計 浜田 金城 旭 弥栄 三隅 

券送付数 47,492 34,995 3,698 2,388 1,109 5,302 

1 回目 
42,773 31,338 3,393 2,183 1,006 4,853 

90.1% 89.5% 91.8% 91.4% 90.7% 91.5% 

2 回目 
41,261 30,171 3,306 2,100 992 4,692 

86.9% 86.2% 89.4% 87.9% 89.4% 88.5% 

 

（2） 対象者(12 歳以上)の年代別接種実績 
（単位：件） 

区分 
12 歳～

19 歳 
20 歳～

29 歳 
30 歳～

39 歳 
40 歳～

49 歳 
50 歳～

59 歳 
60 歳～

64 歳 

65 歳～ 

 

券送付数 3,265 4,013 4,501 6,232 6,054 3,463 19,964 

1 回目 
2,686 3,224 3,726 5,504 5,538 3,222 18,873 

82.3% 80.3% 82.8% 88.3% 91.5% 93.0% 94.5% 

2 回目 
2,305 2,884 3,378 5,208 5,483 3,209 18,794 

70.6% 71.9% 75.0% 83.6% 90.6% 92.7% 94.1% 

※ 令和 3 年 11 月 9 日時点のＶＲＳでの状況 

※「券送付数」は、接種券を発行した総数から、2 回接種を受けていない死亡者及び 

転出者を除いた数 

 

（3） 住所地外での接種状況 

ア 浜田市に住所があるが、他自治体で接種した件数 2,155 件 

イ 他自治体に住所があるが、浜田市で接種した件数 3,265 件 

※ 内閣官房 IT 総合戦略室作成資料「ワクチン接種状況_令和 3 年 11 月 8 日」 

による 4/12～11/2 の間の VRS 実績（11/3 出力分、ただしファイザー使用分 

のみ、先行接種者及び職域接種者を除く）。 

 

  

令 和 3 年 1 1 月 1 5 日 
議 会 全 員 協 議 会 資 料 
健康福祉部新型コロナウイルス 
ワ ク チ ン 対 策 室 



２ 今後の 1 回目及び 2 回目の接種対応について 

   今後は、接種希望者が大幅に少なくなるため、予約申込先や実施医療

機関等を変更する。 

（1）予約申込先 

・浜田市新型コロナウイルスワクチンコールセンターに電話申込 

・受付開始日 令和 3 年 11 月 1 日から令和 4 年 2 月末（予定） 

（2）実施医療機関等 

・市内 8 医療機関 

・接種期間 令和 3 年 11 月 15 日から令和 4 年 2 月末（予定） 

（3）その他 

・別添「浜田市新型コロナウイルスワクチン 11 月以降の予約・接種

先のご案内」を広報はまだ 11 月号に折込み、周知を図る。 

 

３ 3 回目の接種対応について 

（1） 概要（見込み） 

ア 実施時期 

・12 月開始予定。 

イ 対象者 

・2 回目接種から概ね 8 か月経過した者。 

ウ 使用するワクチン 

・国により検討中（1・2 回目に用いたワクチンと同一のワクチン 

を用いることを基本としつつ、更なる科学的知見等を踏まえ、早 

急に結論を得る）。 

当面実施分は、従前同様ファイザー社製が配分される予定。 

 （2）実施スケジュール（見込み） 

2 回目接種 

時期 

3回目接種対象 

時期(8か月以降) 

主な対象者 対象者数 

3 年 3・4 月 3 年 12 月～  450 人 

    5 月 4 年 1 月～  2,150 人 

    6 月 4 年 2 月～  7,600 人 

    7 月 4 年 3 月～  10,000 人 

    8 月 4 年 4 月～  6,800 人 

    9 月 4 年 5 月～  5,400 人 

    10 月 4 年 6 月～  7,000 人 

    11 月 4 年 7 月～   

 

 

 

① 医療従事者  ②高齢者施設入所者等  ③高齢者 ④その他 

③  

④  

①  

②  



 

 

 

 

 
令和 3年 10月 18日 浜田市 

 

新型コロナウイルスワクチンの、1回目または2回目接種を希望される方の予約申込

先と、接種を実施する医療機関は次のとおりとなります。(3回目接種ではありません) 

すでに11月以降の接種を予約されている方については変更ありません。 

 

【予約申込先】 

 
 
 

 

【接種を実施する医療機関等】 ※11 月 15 日～来年 2 月の間 
 

医療機関名 住所 接種実施日時 
【予約受付期間】 

接種希望日の 2 週前の週 
(11 月15 日～11 月19 日の間で
接種を希望する場合は、11月1日
～11月5日の週が、予約のできる
週となります。) 

 

【予約開始日】 

11 月 1 日(月)  

 

予約時にお伝えいただくこと 
①接種券番号 

  ②名前 
③生年月日 
④希望する医療機関・曜日 
（第 3 希望まで） 

⑤日中、連絡のとれる連絡先 
⑥これまでの接種回数 

さわだクリニック 国分町 
金 14:00～15:00 

土 12:00～12:30 

岡本胃腸科内科医院 長沢町 
月 16:00～17:00 

火 16:00～17:00 

さいとう医院 朝日町 火 15:00～16:00 

彌重内科眼科医院 高田町 水 13:30～17:00 

小池医院 日脚町 

月 17:00～17:30 

金 17:00～17:30 

土 13:30～14:00 

都医院 治和町 
木 9:30～10:00 

金 9:30～10:00 

酒井外科内科医院 旭町 土 10:00～11:00 

山根病院三隅分院 三隅町 土 10:00～12:00 

 

【接種日】 

接種日時は、申し込まれた翌週にコールセンターから折り返しご案内します。 

希望された日程での調整が難しい場合は、ご相談の上ご案内します。 
 

問い合わせ先 

 浜田市新型コロナウイルスワクチンコールセンター  

電話 0855-25-9250 平日 9 時～17時（土日、祝日を除く） 

浜田市新型コロナウイルスワクチンコールセンター 

電話 0855-25-9250 開設日時 平日 9時～17時（土日、祝日を除く） 



 

 

「休日応急診療所」及び「病後児保育室」の 

移転に伴う市役所での開設終了について 

 

休日応急診療所 

・市役所本庁舎地階での開設 

  令和 4 年 1 月 3 日（月）まで 

・移転先（君市踏切北側・田町）での開設 

 令和 4 年 1 月 9 日（日）から ※予定 

＊移転に伴う「浜田市休日応急診療所条例」の一部改正については、12 月

定例会議に提案予定です。 

 

 

病後児保育室 

・市役所本庁舎地階での開設 

  令和 3 年 12 月 28 日（火）まで 

・移転先（君市踏切北側・田町）での開設 

 令和 4 年 1 月 11 日（火）から ※予定 

＊移転後は「病児・病後児保育室」としてオープンする予定です。 

運営については、指定管理を予定しており、指定管理者については、12

月定例会議に提案予定です。 

 

  

 

 

 

 

 

11 月 3 日現在現地写真 

 

令和 3 年 11 月 15 日 

全員協議会資料 

健康福祉部 

健康医療対策課・子育て支援課 



 
 

 

周布橋仮設歩道橋整備事業の進捗について 

 

１． これまでの経緯と今後の予定 

時 期 内 容 

令和 3年 8月  台風 9号、8 月豪雨による異常出水のため周布橋が被災し、全面通行止。 

10 月  測量設計業務委託契約締結（受注者：株式会社ウエスコ） 

10 月～11月  島根県との河川占用協議 

 11月  仮設歩道橋整備工事入札（11 月中旬予定） 

令和 4年 3月  工事完成（予定） 

 

２． 工事概要 

 橋長 L=約 100m 

 歩道幅員 W=3.0m 

 仮設歩道橋の位置は、周布橋の上流側約 30mの 

位置に設置する予定です。 

 

３． 歩道幅員の検討 

利用者の安全性や利便性、供用期間が長期に及ぶことなどを総合的に勘案して、 

歩道幅員を 3 メートルに変更します。 

【当初】幅員 2mの場合 【変更】幅員 3mの場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

△ すれ違い時にゆとりが少ない。 
〇 歩道路面と堤防との高低差が小さいため、堤防 

路面への取付が容易である。 
 

◎ すれ違い時にゆとりが多く、通行の安全性が高い。 

△ 構造型式の変更が必要となり、施工期間が 20日 
間程度長くなる。 

△ 歩道路面と堤防との高低差が大きいため、堤防 
路面への取付工事が必要となる。 

 

４． 周布橋復旧の今後の方針 

周布橋復旧については、歩道を確保した新たな橋として架け替えることとし、早期の 

完成を目標に計画を進めてまいります。 

令和 3 年 11 月 15 日 

全 員 協 議 会 資 料 

都市建設部維持管理課 

幅員 W=3.0m 幅員 W=2.0m 



 

 

第 2 回 金城地域断水防止対策住民説明会について 

 

金城地域断水防止対策について 9 月議会での説明資料を基に、下記のとおり住民説明

会を開催しましたので報告いたします。 

 

記 

1 住民説明会開催状況 

日程 会場 時間 出席者 

9 月 30 日(木) 波佐まちづくりセンター 18 時 30 分～19 時 30 分 14 名 

10 月 1 日(金) 小国まちづくりセンター 18 時 30 分～19 時 30 分 10 名 

10 月 4 日(月) 今福まちづくりセンター 18 時 30 分～19 時 20 分 18 名 

10 月 5 日(火) 雲城まちづくりセンター 18 時 30 分～19 時 20 分 14 名 

 

2 内容 

 (1)断水原因の考察と対策 

 (2)凍結被害状況実態調査 

 (3)今福中央配水池タンク増設工事の進捗状況 

 (4)止水栓台帳の整備の進捗状況 

 (5)体制および情報提供、住民説明 

 (6)全体スケジュール(令和 3 年度) 

 

3 参加者からの主な意見 

 ・凍結防止水栓の金額は？ 

   回答 インターネットでは、4,000 円程度。 

 ・漏水した場合の水道料金、下水道料金は減免されるのか？ 

   回答 漏水の状況によりますが、減免制度があります。下水道も減免制度があり

ます。 

・凍結防止水栓に取り換える場合の費用助成の検討をお願いしたい。 

   回答 要望として持ち帰ります。 

令和 3 年 11 月 15 日 

全 員 協 議 会 資 料 

上下水道部工務課 

ʬ今福まちづくりセンターʭ ʬ雲城まちづくりセンターʭ 


